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子供の発動性が保証される育児環境

- その意味と意義-

近 田 敬 子

OnEnvironmentswhichFosterChildren'sSpontaneity

-TheirMeanlngandSignificance-

KeikoCHIKATA

ABSTRACT: Tofosterchildren'srighttospontaneousactivity,whichiswelレ

expressedbysuchwordsas"vivid,willing,andlivingvlgOrOuSly",meansto

assisttheiractiveeffortsatself-realization.Inotherwords,children,byundergo-

ingvariouscon且icts,developthecapacityto五mdanswerstoproblemstheywill

faceinthenextstageoftheirdevelopment.Inorderforchildrentoexpose

themselvestotheseconflicts,theymusthaveasenseofsecurity,whichistanta-

mounttothefeelingofbeingunderthewatchfuleyeofsomeonewhohasaffTec-
((

tionforthem.Theabove-describedstateisreferredtoaspositivestabilityof

emotions''.Theauthorconcludesthat,intheattainmentof̀p̀ositivestabilityof

emotions''inchildren,Stabilityintheattitudeofmotherstowardchild-carecon-

stitutesanimportantfactor.Moreover,theattitudeofmotherstowardchild-care

isstronglyinfluencedbytheirpsychologicalstate,whichisinturninfluencedby

theirfamilialandculturalbackgrounds.

Keywords: Spontaneousactivities,Stabilityofemotion,Environments

は じ め に

看護教師として学生に接 し,さらに実習場で

保育園児や病児に出会 う際,最近心の痛む思い

をしばしば体験する｡現代の青年のみならず学

童 ･幼児においても,すなわち子供達全体が,

ス トレスに耐える力即ち生きぬく力を弱めつつ

あ り,さらにそれを育成する場が奪われつつあ

るように思えてならない｡勿論,いつの時代で

も先行世代の人間から見れば,若者や子供達は

頼 りない存在に映 り,将来を危供 した発言も多

い1)0

この大人の心配を過分に差し引いて考えてみ

ても,やは り子供達を取 り巻 く社会 ･環境は大

きく変容し,子供の成長発達を阻む方向にある

と言えるだろう｡例えば,子供は遊びを通して
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さまざまなことを習得 していくが,遊ぶ場所 ･

時間 ･友達などに恵まれず,子供の世界からギ

ャング･エイジが失われ,また,ガキ大将と称

するリーダー的存在も消えたと言われる｡しか

し,ひとりひとりは リーダー的な立場に憧れて

いるものの,現状に甘んじざるを得ない姿がそ

こにある2)0

近年,この間題は社会的な意味での教育課題

として,各関係者の重大関心事となってお り,

それぞれの領域で真剣に検討がなされている｡

他方,慢性的な一般疾病を持つ病気の子供達に

関しては,その話題の対象にさえ上らないこと

に,いらだちを感じる一人である｡たしかに,

病児の義務教育が免除されていた時代,否無視

されていた時代を経て,1978年に学校教育法が

改正されて,その保障が法的に裏づけられ,現

在に至っている3)｡ しかしながら,現時代は未

だ過去の名残を留めているためか,多くの病児

に対する成長発達保障は,無視されたままであ

ると言っても過言ではない｡

時代の変遷は,小児医療技術の高度化と疾病

構造や家族形態の変容にも及び,小児看護に求

められる内容も様変わ りして来ている｡看護は,

疾病など生物としての身体側面だけに目を注ぐ

に留まらず,成長発達および心理的 ･社会的 ･

文化的に人間の全体像に接近することが求めら

れて久 しい4)｡この意味で,どの看護領域にあ

っても専門職看護者の責任は重大であるが,特

に小児看護の立場から子供の成長発達保障を主

張しなければならないと,常に考えている｡

そこで表題に示すように,日ごろより暖めて

いる小児看護の将来的課題を掘 り下げてみた

く,母と子の実態調査に取 り組んだ｡それらの

研究結果に関する詳細は別報にゆずるとして,

まず本稿では,健康人間学 (Healthanthropo-

logy)の立場を踏まえつつ,小児看護領域の見

解を土台にして,｢発動性の保証｣とその ｢環

境｣についての言葉の意味と本質を明らかにす

ることを目的とした｡これは長年に亘 り見聞し

てきた看護現場での実体験に,文献的考察を加

えて,さらに裏づけとなる調査の結果を通 して,

明らかにするものである｡

Ⅰ ｢発動性が保証される｣こと

｢発動性｣という言葉を意識的に使いはじめ

たのは,本学において健康人間学研究会が1987

年に発足し,看護の立場から健康 と人間に関す

る概念を追求しようとしたのがきっかけであ

る5)｡あくまでも看護は実践の学問であるので,

それを支える基本概念を明らかにしない限 り,

実践上の進展は得られない｡すなわち,人間

(man)･社会 (society)･健康 (health)･看護

(nursing)のそれぞれの概念を明らかにする必

要は言 うまでもない｡今後も時代は変貌を遂げ

るであろうし,それに見合った概念を明確化す

ることが求められ,さらには実践につながる概

念間の構造を明らかにすることが必要となる｡

たまたま小児看護領域の教育に従事している

ことで,｢子供である人間の本質｣を追究 し,

その ｢子供にとっての健康とは｣の定義を試み,

その中の 『発動性』の意味を概念化 して,さら

に ｢子供の健康に影響を及ぼす社会あるいは環

境｣を明らかにすることから手がけてみたい｡

おそらく,本要旨は子供の看護だけに通 じる概

念ではなく,本来的に看護共通のものであろう｡

1.看護における子供の特性の捉え方

看護学において,人間の特性をどのように捉

えるかによって,看護の展開は大きく変わる｡

この論議は時代の要請を受けて,わが国におい

ても1960年位から耳にするようにな り,その後

も活発な論争が続いている｡中でも,昭和42年

時の看護教育カリキュラム改正で,包括医療並

びに総合看護と言う言葉とともに,人間の捉え

かたが飛躍的に発展を遂げている｡それは,医

療の受け手である患者を生物的のみならず,香

護の立場からどのように理解していくかが問わ

れたのである｡

それはナイチンゲールに始まり,ペプロ一･

-ンダーソソ･オレム･アブデラ･オーランド･ウ

ィ-デンバ ック･ロジャース･キング･ロイ等々

の約30にも及ぶ看護論にその見解をみることが
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でき,我が国では薄井,野島の看護論9)におい

ても同じくみられる｡人間の捉え方の共通項に

ついては各文献を参照 してもらうとして,ここ

では人間即子供の捉え方,特に子供の特性に焦

点を合わせて述べてみたい｡

小児関係のどの教科書を見ても,その冒頭に

は子供の特性が記されてお り,その共通用語は

｢成長発達｣である｡私も 『子供は,著しく成

長発達し続けているその途上にあり,無限の可

能性を秘めた存在』と考えている5)｡言葉では

簡単に言えるが,看護実践に繋げる概念として

は甚だ難 しい｡特に ｢無限の可能性を秘めてい

る｣という部分は,外観や行動では見えにくい

だけに,疾病的に障害度が強ければ強い程に難

しく,信 じるしかない心境に追いやられる｡よ

って,この成長発達と可能性を導 く概念として,

『発動性』を意識的に用いようとしているので

ある｡

2.発動性の意味

ここで少し発動性の意味を探ってみよう｡

わが国の職業的看護は,医学に従属して歩ん

できた｡現在でも看護婦の主要素として,医師

の従順なアシスタントであることが求められて

いる節もある｡時代は高度な科学技術の発展に

伴い,医療の高度化並びに複雑化はますます進

むであろう｡その ｢キュア｣の部分で,車の両

輪として説明される治療と看護の役割もさるこ

とながら,そこから生じる生命倫理の問題への

対応においても,患者や家族の ｢発動性が保証

される｣関わ りが必須になる｡

他方,疾病構造の変化に伴 う慢性疾患の増加

等で,疾病を抱えて生活していかなければなら

ない人やその家族-の,｢ケア｣の部分の支援

は看護の重要な役割である｡今や,これは看護

内部からのあるべき姿についての議論から発し

たものでなく,強い社会的要請である｡いずれ

にあっても,人々は質の高い生活 (Qualityof

Life)を求めてお り,それを看護の中心 として

保証しなければならない時代が到来していると

考えている｡それを ｢発動性の保証｣と呼んで

いる｡

患者の安全 ･安楽を大前提として実践 してき

た看護の分野では,発動性と言 う言葉は耳慣れ

ないであろう｡辞書をひもとくと ｢発動とは,

① うごき出すこと｡活動を起こすこと｡②動力

を発すること｡運動を起こすこと｡｣(広辞苑,

岩波書店)と能動的な意味合いの強い言葉であ

る｡看護の受手側からこの意味を考えてみると,

生理的欲求の充足を保障されて,完全に受身的

に終始することと,発動性が保証されることと

では,その実際を意味するものに段階的な違い

がある｡

すなわち,マズローの欲求階層で見られるヒ

エラルキーの基底段階である生理的欲求を充足

する安全 ･安楽-の看護援助と,ここで言 う自

己実現に向うための発動性の保証に対する援助

との違いである｡言 うまでもなく,マズローは

この基底段階の生理的欲求の充足がないかぎ

り,次の欲求は芽生えないとしているように,

自己実現に向う発動性の欲求は隠れがちであ

る6)｡ しかし発動性の保証とはマズローの言 う

欠乏欲求の充足を目的にするのではなく,成長

発達欲求に伴 う発動性を支援する意味である｡

この ｢発動性｣と言う言葉を使いはじめたき

っかけは,揮潟久敬著の 『医学概論』の生命論

や健康論で述べられているものの引用からであ

る7)｡これによると,生命を気と体の ｢二元的

一元性｣として説明してお り,身体は形而下の

面においては有機体 (β)であるが,形而上面に

おいてほ気(α)の働きとして捉えられている｡

気の働きには,内的統一性と対外能動性がある

としているが,この後者の働きを発動性と呼ん

でいる｡各二面が相互に対立しながら結合 して,

身体が成 り立っている点において全体性が説明

される7)｡特に小児においてほ,その全体性の

中で身体的 ･精神的 ･社会的な成長発達が遂げ

られると言 う見解が示されている｡

3.子供にとっての健康とは

大人の世界では,｢タテ社会 ･長いものには

巻かれろ ･おまかせ ･まな板の鯉｣等と言われ
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るように,受け身になって日本的な適応を図る

方法が求められることもある｡しかし,子供の

場合は健康 ･不健康を問わず,必要にして適切

な時期に,代償できない成長発達課題を獲得し

ていかなければならない｡それは学習過程とも

言われ,ある種の蔦藤の連続に達いないが,そ

の後に達成感を味わうことによって,見守られ

ながら次の課題に挑戦できる運びとなる｡本来,

このような能動的な姿が子供の健康を象徴する

ものであろう｡私は,子供の場合には特に,前

述した気(α)の働きである発動性を重視する立

場にある｡

すると,子供の健康の定義が問題となる｡前

述 した子供の特性に続いて,『その子供にとっ

ての健康とは,子供が何ものにも妨げられず,

気(α)を十分に発揮させて,常に身体的 ･精神

的 ･社会的に成長発達 している過程にあ り,将

来もその可能性が保証されている状態』と定義

した5)｡この前提に,WHOが示す健康の定義

の主要概念であるcompletewell-beingを,｢全

体的に自己充実した在 り方｣と解したものであ

る｡

子供の姿で感動 した場面から,その具体例を

上げてみよう｡それは,ある園庭で4歳の男の

子が跳び箱の前で,うまく跳び越えられなくて,

悔しそうに ･悲 しく･恐 くて大泣きしていた｡

まわ りの大勢の子供達がその子に手を打ちなが

ら声援を送っている｡ しばらくして,その子は

意を決したのか,もう1度挑戦した｡やっとの

思いで不完全ながら跳び箱を跳び越えられた

時,涙で汚れた顔に溢れるばか りの笑顔が戻 り,

友達も惜 しみない拍手を送っていた｡とても印

象的であったこの現象に,発動性と健康を感 じ

たのである｡この際,指導者から子供が気づか

ない程度の手と眼差し,そして子供達の相互作

用の場づくりを援助されていたことは言 うまで

もない｡

4.発動性と看護の側面

看護の目的をどこに置 くかほ,その時代の要

請に支配されると考えている｡すなわち,経済

的に貧しかった過去の時代の医療目的は,感染

症から命を守ることであったが,その社会背景

の中で医療の目的に合わせた看護の役割が求め

られた｡その時代を経て現在は,前にも若干述

べたが高度科学技術時代を迎え,想像もしなか

った豊かな物的生活に浸 り切 り,また,人口の

高齢化並びに疾病構造の変化,そこに家族形態

の変化が伴い,それらの社会現象がさまざまな

価値基準を生み,看護に求められるものも大き

く変容したと思われる｡

しかしその対応に向けて,明快な答えが出て

いるわけではない｡今,看護の分野で話題にな

っていることは,高度化する医療技術の駆使,

そこから生 じている生命倫理の問題-の看護的

対応,そして平均寿命が90歳を迎える高齢化社

会の中の老人とその家族-の支援内容と方法,

障害と共に生活する人と看護のあ りよう,将来

の看護を支えていく若者の資質等々がある8)0

いずれにおいても,社会の現状と将来を踏まえ

た看護-の要請に,応えていかなければならな

い｡

この意味で,今後に求められる看護の目的性

を掘 り下げてみたい｡看護理論花盛 りの時代を

脱 したとは言え,1989年現在で,約30の理論を

発表 しているアメリカの看護界において,看護

の目的をどのように定義 しているかを概観して

みよう｡例えば,べブローは ｢発達十 -ンダー

ソソは ｢自立｣･オレムは ｢セルフケア｣･ジョ

ンソンは ｢行動システム｣･ロイは ｢適応｣等

々のキー概念で定義しているが,共通して言え

ることは ｢看護は対象者の自立を目指すこと｣

であろう9)0

自立の意味を小児看護の立場で掘 り下げてみ

ると,回復過程に伴って既存の行動を再獲得す

ること-の援助,並びに自分で何らかの行動獲

得できるように支援すると言 うことだけではな

い｡小児の場合は特に,自律をも含めた成長発

達に包み込まれたものでなければならない｡す

なわち,子供は如何なる時も著 しく成長発達 し

続けているその途上にあ り,将来ともに自己実

現に向けた自立 ･自律を保証 していく立場が看

一一 日 ･一
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護であると考えている｡言い方を換えると,自

立 ･自律への援助は発動性の保証に他ならない｡

この両者の関係を,もう少し深く解明してみ

よう｡自立 ･自律は学習と成熟の結果であって,

その根幹に発動性の保証があると考える｡この

根幹の意味は人間の持つ生命力とか,内なるエ

ネルギー源で説明されているものと同じかも知

れない｡例えば,べティ一･ニューマン10)は ｢有

機体には誰でも共通 した基本的要素がある｣と

して,平常体温の範囲 ･遺伝的構造 ･応答の傾

向 ･器官の強さ ･弱さ ･自我の構造 ･一般的属

性など,それを基本的な構造 (basicstructure)

と命名し,有機体の主体性を説明している｡そ

して,それに対するス トレス因子による反応と

して,抵抗ライン(linesofresistance)･防御ラ

イン(normalandaexiblelinesofdefense)とい

う言葉で,その働きを説明しているが10),これ

は人を安定にさせるための,守 りの要素が強い

と捉えた｡

ここで言いたいのは発動性の意味には受動的

なものはないことである｡ゆえに,子供の発動

性とは 『蔦藤のス トレスを受けながらも,次の

高次の欲求-の到達によって,より高い安定が

得られる実感を伴った,外に向けた生活エネル

ギーの開放である｡』としたい｡

看護援助の立場から見ると, リリア-ネ･-

ヒリがinnereHilfsquelle(内なる援助源と訳し

ておこう) と名付けているRessourceの,そ

の自己活用と考えられる11)0

この意味するところを彼女は次の例題を上げ

て説明している｡

EinFotoeinesAngeh6rigen(odereinBuch,

dieBibelz.B.),dasaufdenNachttischgelegt

wird(scheinbarabsichtslos),hatu.U.Signa1-

charakter.Es slgnalisiert die Zugeh6rig-

keitzu anderen,die Heilung fordernden

Menschen(oderzueinem h6hernheilenden

Wesen).WennwirKrankenaufdiesesSignal

ansprechen,ihmantworten,kannessein,da虫

in ihm etwaswird,beⅥmRtwird und in

Bewegungkommt.

自立 ･自律

自己実現
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守られていると言 う信頼によって,内的に ｢前

向きな情緒の安定性｣が維持されていなければ

ならないし,その結果としての情緒の成熟過程

が表れていなければならないこととなる｡繰 り

返しになるが,この情緒の安定と成熟過程があ

って,それを周囲から承認し･支援されている

実感が伴っていなければならない｡この条件が

整って初めて,発動性が発揮されると考えられ

る｡

診断 ･治療に伴 う多 くの苦痛や規制と環境の

激変を伴 う入院生活では,例えば ｢検査に行っ

て下さい｣と伝達の声を聞いただけで,子供は

母親にしがみついて恐怖や不安を示す｡もう1

例を挙げてみると,見知らぬ看護学生がカラフ

ルで楽しそうな箱を持って遊戯室に入って来た

時,テレビを見ていた 4歳児は急に母親の背中

にしがみついた｡その時の表情は不安げであっ

た｡

これら見知らぬ人との出会いは,普通の生活

では常時の事柄であるものの,病児の場合のそ

の状況では発動性が発揮されにくく,病児の行

動は健常児では考えられない程の防衛的様相を

呈する｡必然的に情緒の安定は得られず,これ

に加えで情緒的成熟は図 りにくくなっている｡

本来,情緒的成熟は幼児期の自我の芽生えと共

に,自己主張と社会的適応との間の葛藤を通 し

て進められていくものである｡病児の場合,こ

れは家族をはじめとして,医療従事者など周囲

の人々との対人関係によって影響されるが,そ

れ以外に環境条件が大幅に入 り込んでいると思

われる｡

このように,種々の制限や恐怖によって,柄

児はフラス トレーションによる攻撃 ･逃避 ･代

償などの行動に出ることが多い｡そのような状

態にある子供を取 り囲む大人は,四苦八苦した

あかつきに,ややもするとこの現象に対する表

面的対処のみで終わる傾向にあり,この累積が

成熟を妨げていると言えよう｡結果として,情

緒未成熟のために情緒の安定が図れず,発動性

の発揮に至らずにいることになる｡

地域の保育園 ･幼稚園ならびに病院などのよ
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うに,置かれた環境の違いにより,同年代の子

供であっても,健常児と病児とでは看護の着眼

点は自ずと異なるだろう｡そこで,それぞれの

情緒的成熟の特性を把握するために行なった調

査結果を見てみよう｡なおこの調査は,健常児

は平成元年に,病児は平成 2年で両者とも10-

12月に行なったものである｡対象は各 6施設の

保育園 ･幼稚園の健常児で 2･3歳児 クラス

(2-4歳)の312名,並びに外来に通院してい

る病児100名 (心臓疾患37名 ･気管支職息44名

･その他19名の慢性疾患患児)の2-4歳児で

ある｡

図 2は京都市衛生研究所編 KCMI(京都幼児

健康調査紙)12)を用いた結果であるが,調査紙

の妥当性は検証されているものの,健常児の実

線枠の大きさの意味は,過去のデータと比較 し

ない限 り論議はできない｡だが恐らく,最近の

子供達は物質的に満ち足 りた豊かな時代に生

き,欠乏感の体験は少なく,そのための努力を

必要としない｡ しかしその生活環境は自然から

大幅にかけ離れ,物理的自然環境の悪化もさる

ことながら,最も大事な喧嘩や遊び相手の剥奪

による人間関係の経験の乏しさは著 しい｡

時代の変化とともに子供のはつらつさは見え

にくくなり,情緒の成熟が図 りにくい現状であ

る｡すなわち項目別に見ると,自制力の欠如 ･

依存性 ･退行性がやや強度である｡ しかし子供

の特性から言えば,本質のところでは成長発達

即成熟過程にあ り,単に発揮されにくい状況が

存在 し,現象が見えにくいだけなのかも知れな

い｡ゆえに,健常児においては発動性を直接的

に意識 した援助が必要とされている時代と言え

るだろう｡

すでに健常児においてでさえ,時代的問題を

抱えていると述べたが,同じく図2の破線にみ

るように病児は健常児に比べて,全体に情緒の

成熟過程において問題を学んでお り,中でも自

制力 (p<0.001)･依存性 (p<0.001)･退行性

(p<0.001)･攻撃性(p<0.05)等で差を示 し,そ

の差は有意であった｡このことは地域環境 ･病

院環境もさることながら,病児を取 り巻 く人的
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自制力

退行性図2 健 常 児 と病 児

の 情 緒 成 熟 度環境に問題が在ると捉えてよいだ

ろう｡前にも述べたように,情緒の成熟は生ま

れながらの能力によるものではなく,社会的適

応における蔦藤経験の豊富さに由来するが,そ

の相手としての母親との関わ りの成功体験には

じまり,兄弟を含む家族との関係に広が り,さ

らに発達に合わせて他の子供達や医療従事者との人間関係-

集団帰属の欠如ー
経験の不足
I -

母子関係の屈折

家族の対応の変化

防衛的安定

変化撃避償攻逃代＼ /生活空間への配

慮1r∴ l': 前向 きな

情緒の安定化 成熟過程図3 病児の発動性を保証するための援助の要点 と,その学習は拡大

していく｡基本的な親子関係で得た学習の応

用が,次の場面で展開されていく事は周知の事

実である｡病児の場合,母親の自責の念や他罰

観などの心情が働き,さらに他の家族の病気に

対する悪化の不安感と同情心が,病児の社会

的適応面の葛藤経験を少なくしている｡加えて

,地域社会でのタテ ･ヨコの友達関係の経験 も

得られにくい｡このように子供を庇護して生活

させる母親や家族等の心情も当然のことで,だ

からこそ援助が必要とされるわけである｡要は

母親に依存することによる安定感のみに留まら

ず,同胞や友達などへの集団帰

属の安定感を求めることに向ける必要があろう

｡この意味を関連図で示してみると,図3のよ

うになる｡病児にとってほ,種々に防衛機制の

働 く不安に満ちた環境であるから,情緒安定の

ためにはその課題達成過程において,｢楽し

さ｣を媒介にした中での葛藤であることが必須

である｡子供は無条件に遊びが好きであ り,そ

れによって発動性が保たれ,成熟が進んでいくことになる

の
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に進むことができるだろう｡静止することのな

い情緒の成熟過程に在ることが,その子供の情

緒の安定を示すことになる｡ただし,生活空間

が病室などの限られた環境にあっては,この｢楽

しさイコール前向きな情緒の安定｣は自分で見

つけることは難かしいと思われる｡

以上,詳細にみれば健常児と病児とは個々に

おいても,環境においても大きな相違があ り,

小児看護の目的性は同じでも,関わ り方の着眼

点は自ずと異なると考えた｡子供の生活条件が

厳しければ厳 しい程,心は自由に開放できる生

活空間 (物理的空間のみの意ではなく)に視点

を向ける援助の必要を物語っている｡

Ⅱ 育児環境の考え方

前章では,子供の母子関係や家族関係におけ

る依存の欲求が,発達 とともに友達関係-の集

団帰属の欲求に変化することによって,発動性

は刺激され,その達成によっで情緒的成熟が図

れていくのではないかと述べた｡それを ｢前向

きな情緒安定｣の状態とした｡このように,人

間関係の環境による葛藤の経験を主に見てきた

が,さらにそれを取 り巻く人的 ･物的な環境が

ある｡ある意味で環境は無限大であ り,その影

響も計 り知れない｡無限である環境を小児看護

ではどのように規定していけば,看護介入につ

ながるかを探ってみたい｡

1.看護と環境

現代社会に身を置 く立場で,｢環境｣の意味

を解釈しようとすれば,脳裏をかすめるのは,

何と言っても ｢環境アセスメント･人間環境宣

言｣等に代表されるように,公害問題に絡んだ

言葉としての印象が強い｡これは工業の発達と

物質的繁栄のみを追い求めている現在,あまり

にも自然環境を無視し過ぎた結果,生まれた言

葉である｡やっと最近,人間を生態系の中の一

要素として位置づけて,人間の利益のみにとら

われず生態系全体を守るエコロジー運動が芽生

えてきた13)0

看護論においても,環境の捉え方は様々であ

る｡最も基本となっているのは,やは りナイチ

ンゲールの環境の概念であろう｡19世紀中頃の

背景がそうさせたと思われるが,彼女は患者や

人々に ｢自然の働きが最もよい状態に作用する

ように提供すること｣を看護としている｡そし

て,要素として心理環境 ･自然環境 ･社会環境

に分けてお り,中でも自然環境を大事に取 り扱

っている｡その重点内容は,換気 ･暖かさ ･悪

臭 ･騒音 ･光等の物理的環境を提供することと

しており,適切な自然環境が整った時に初めて,

その人は情緒的ニードに注意が向くようになる

という見解である4)0

ロジャーズの概念は,人間に対する環境とは,

その人の外部に存在するすべてとしてお り,人

間と環境との間で,物質とエネルギーをたえず

交換し合っていることで,両方とも開放システ

ムであるとしている4)｡この枠組みと同じであ

ると見られているロイのモデルにおいても,人

間の身体的適応 ･自己概念 ･役割機能 ･そして

他者との関係などは,たえず環境との相互作用

の結果として生 じるとしている｡

他の看護理論の多くは,どちらかといえば環

境の規定が十分ではないか,あるいは ｢社会的

･地域的｣と言 う概念の方が強い｡ しかし最近

では看護における環境論も進み,生物的 ･物理

的環境に加えて,社会的 ･文化的環境をも扱い,

さらに人間の全体性の解明に向けて環境を時間

的 ･空間的に掘 り下げている｡

2.子供にとっての環境

小児看護に関係する環境を全般的に解明する

ことは至難の業であるので,分断的ながら子供

を中心に据えて発動性との関連において,育児

環境に関して ｢育てる｣ではなく ｢育つ｣環境

について,筆を進めることとする｡

育つ環境は,子供が接するであろうあらゆる

人 ･物 ･状況が基本となるが,その最も近い人

的な存在が母親や家族であり,病児であれば医

療従事者もその範時に入る｡前述 してきたよう

に,子供の動的な成熟過程に脇役として関わる

育児の営みで,例えば母親の存在そのものも内

- 15-
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的要田 ･外的要因に左右されて活動してお り,

その相互作用の結果が育児成果として表れてく

る｡ゆえに,子供にも母親にも作用する社会的

･文化的環境の影響は否めない｡再び,滞潟の

見解を見てみ ると,環境 との関係は CSM

(C-身体,M-環境)と相互作用を強調 して

いる7)0

前に示した一連の調査の結果を見てみよう｡

これは幼児健康調査と同時に,同じ対象者の母

親に育児環境に関することを質問紙で尋ねたも

のである｡内容は母親の育児態度 ･母親の性格

傾向 ･家庭環境 ･文化経済的環境など23次元

157項目で構成されている12)｡ここでは健常児

と病児を比較するのではなく,目的的に健常児

のみを対象に,子供の情緒成熟から見て,情緒

を安定児 ･不安定児に分けて,その各児の母親

の育児態度はどのような特性にあるかを探るこ

ととした｡言い換えると,母親の育児が子供の

情緒成熟にどのように影響するかを明らかにす

る目的である｡

操作上,意図的に疾病の入らない条件に設定

して,子供の自制力 ･依存性 ･退行性 ･攻撃性

･不安傾向 ･神経質の6次元を総合して,4分

割 して両端を情緒安定群 (76名)と不安定群 (75

教育姿勢

名)として,各環境データを比較 してみた｡な

お,この情緒安定に関する定義は岡本らのもの

を採択した｡

図4に両群別に母親の育児傾向を示したが,

情緒不安定群の育児のあ り方は安定群に比べ

て,育児態度の支配型以外のすべてにおいて見

事に問題方向にあることが分かる｡まず情緒の

安定 ･不安定に関係なく共通 しているものを見

ると,厳格支配型が最も強 く,次いで期待支配

は一致した育児態度となってお り,子供に対 し

て十分に監督の行届 く,少産少数である現代社

会を反映したものであることが分かる｡

全体的にみて,問題方向の強い情緒不安群に

関しては,既に何らかの大きな原因があ り (柄

気の状態はないが),子供の情緒の成熟が図れ

ず,それらによって母親の育児に影響されてい

るのか,或いは母親の育児の結果が子供の情緒

成熟に影響を及ぼしているのかは定かでない｡

しかし,子育ては後者の立場で検討されるので,

その結果として育児指導が求められていること

になる｡

不安定群の特徴を個々の内容で見ると,教育

姿勢に関する検討を除いて,最も問題方向にあ

り,そして両群間で格差の大きい育児態度は干

図
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渉過保護型である｡これは必要以上に手をかけ

過ぎるタイプであ り,親が ｢あれはいけない｣

｢これはいけない｣と指示し,そして子供のし

たいことを先に先に,手を出してやってしまう

等で,見守れない ･待てない ･冒険をさせられ

ない育児となる｡子供の発達を云々するまでも

なく,その結果は分明である｡子供はやる気を

起こさなくても ･考えなくても,十分に生活で

きるし,受け身に慣れてしまえば楽なもので,

蔦藤などとんでもない体験となる｡

次いで,格差の大きいものは不一致型で,同

じ事を ｢ある時は叱 り｣｢ある時は見ていても

何も言わない｣という一貫性のない対応をして

いるタイプである｡自己不一致の場合,母親自

身が感情に支配された育児態度で,自分でも矛

盾した育児を感 じとっていることが多く,だか

ら育児不安にもなるのである｡続いて盲従や拒

否が特徴的であるが,要するに干渉過保護も含

めて母親自身の情緒の安定が図れていない状態

と思われる｡

この状態-の援助には,単に教科書的な育児

方法に関する知識や技術の指導が求められてい

るのではなく,子供との関わ りにおいて脇役で

徹するためには,母親自身の情緒の安定が根底

非社会協調性

に必要であ り,その上に育児に関する価値観の

確立が求められていると考える｡上述の分析は

病児が含まれていないが,この結果以上に干渉

過保護や自己矛盾は大きいと推測でき,母親の

情緒も不安定極まりないと思われる｡そのため

には,核家族化の現在にあっては,母親同志で

伝承的知識を受けたり,与えた りする機会が必

要なのではないだろうか｡この中に伝える喜び

･気づく楽しさが含まれている社会的文化的環

境が重要であろう｡

もう少し別の角度からのデータである図 5を

みてみよう｡これは育児の営みを支配する母親

の心理環境とも言える性格傾向などを示 したも

のである｡全体枠がかなり大きい図になってい

るが,これは平均年齢の若さの影響かと思われ

る｡情緒不安定群の母親の性格特性は,中でも

感情動揺が極端に激しく,また安定群との格差

の著 しいものに,さらに不安抑欝性が挙げられ

る｡勿論,非社会協調性および神経質さにおい

ても,両群間に有意の差が見られる｡

このことは前述した母親自身の情緒の安定が

図れていない状況での育児であることを,明確

に裏づけたものとなったが,すでに育児不安に

陥っているか,もしくはその予備軍を抱えてい
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居住環境

母親の文化 との接触図6

子 育 て に関 係 す る家庭 環 境ることを示すデー

タである｡ここでも同様に,データに示 してい

ないまでも病児の母親は健常児の母親以上に,

感情や不安を押さえ切れない程の困難な条件が

山積 してお り,母親自身の情緒の安定が図れないことが体験的にも推測

できる｡その状態では子供の情緒の安定化への働きかけは無理となる｡
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%家 情 緒安定群
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情緒不安

定群図7 情 緒 の 安 定 と 属
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ばす環境であ り,同時に母親の育児態度に及ぼ

す要因とすることができるだろう｡

そして図7,8に,子供と母親の属性に関す

る結果を示 した｡核家族であるか否かの家族形

態 ･第 1子 ･母親の学歴の違いなどが著明であ

ることは留意点となる｡

いずれにしても,子供だけが人的 ･物的環境

による被害者にな り発動性が発揮ができないの

でなく,母親自身も自信を持ってはつらつと育

児にたずさわることが出来ない要件が多々ある

ことになる｡そしてその背景には家庭環境が複

雑に絡み合い,さらにそれを取 り巻く社会環境

が存在するわけである｡

* * * *

以上,｢子供の発動性が保証される育児環境｣

を述べてきたが,発動性に関する意味と意義に

ついては,看護の立場から実践につなげられる

概念として,かなりの掘 り下げが行なえたつも

りである｡しかし,環境に関しては,環境の影

響は子供と母親との相互作用において二重構造

となり,十分な概念化に至らなかった｡育児環

境の事実の結果を多角的に羅列して,小児看護

として母親や家族を含めた関わ りの必要の裏づ

けを得たものの,また個別指導ではない文化の

雰囲気を含めた育児指導の必要が少し見えてき

たが,その段階に留まった｡今後さらに検討を

多面的に深めることによって,育児上の援助の

本質に迫っていきたいと考えている｡
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